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○田村市公用車広告掲載要領 

平成27年１月27日告示第７号 

改正 

平成29年１月23日告示第６号 

田村市公用車広告掲載要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、本市が所有する庁用自動車（以下「公用車」という。）に民間企業等の広告

を有料で掲載すること（以下「広告掲載」という。）に関し、田村市広告掲載要綱（平成22年田

村市告示第87号。以下「要綱」という。）及び田村市広告掲載基準（平成22年田村市告示第88号。

以下「掲載基準」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（広告の募集） 

第２条 広告の掲載者（以下「掲載者」という。）の募集は、広報及び市ホームページへの掲載等

で行うものとする。 

（広告掲載の申込み） 

第３条 広告の掲載を希望する者（以下「申込者」という。）は、田村市公用車広告掲載申込書（様

式第１号）に掲載しようとする広告の原稿案及び申込者の事業内容が記載された書類を添えて、

市長に申し込まなければならない。 

（広告掲載の決定等） 

第４条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、内容を審査して広告掲載の可否を決定

し、その結果を田村市公用車広告決定通知書（様式第２号）により、申込者に通知するものとす

る。 

２ 市長は、前項の広告掲載に係る決定をした後でも、広告物の内容、デザイン等（以下「広告物

の内容等」という。）が第７条各号に規定する基準に抵触し、又はそのおそれがあると認めると

きは、掲載者に対し広告物の内容等の変更を求めることができる。 

３ 市長は、申込者が多数の場合は、広告掲載料が高い者を選定するものとする。この場合におい

て、当該広告掲載料が同額の場合は、抽選を行うものとする。 

（掲載料の納入） 

第５条 掲載者は、市長が指定する期日までに広告掲載料を一括して市に納入しなければならない。 

（福島県屋外広告物条例の許可） 

第６条 掲載者は、掲載決定後、福島県屋外広告物条例（昭和61年福島県条例第23号）に基づき許
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可が必要なものにつき許可を申請するものとする。この場合において、許可申請費用は、掲載者

が負担するものとする。 

（広告掲載の基準） 

第７条 公用車に広告を掲載することができる業種又は事業者及び広告物の内容等の範囲は、次に

掲げる基準に適合するものでなければならない。 

(１) 要綱第３条及び掲載基準の規定に準ずるもの 

(２) 車両運行上の支障とならないもの 

(３) その他道路交通の安全を阻害するおそれのないもの 

（掲載方法） 

第８条 広告物の掲載は、ラッピング・フィルム、カッティング・シート等剥離が可能な素材の特

殊フィルムの貼付によるものとし、車体塗装は行わないものとする。 

２ 広告掲載の位置及び面積は、車両の用途及び運行の安全を妨げない限度において、車両ごとに

市長が定める。 

（広告の作成等） 

第９条 広告の作成は、掲載者の責任において作成し、その費用は全て掲載者が負担するものとす

る。公用車への掲載及び撤去についても、また同様とする。 

２ 掲載者は、広告の掲載又は撤去を行おうとするときは、公用車の用途及び運行業務に支障が生

じないよう市長と協議の上、日程、工程を決定し、市長の指示に従って施工するものとする。 

３ 広告物の掲載又は撤去により、公用車の車体表面、塗装、構造等を毀損し、又は破損したとき

は、掲載者が経費を負担して原状回復するものとする。 

４ 市長は、掲載者が前３項の義務を履行しないときは、公用車から当該広告を撤去し、又はその

公用車を現状に復し、掲載者からその費用を徴収することができる。 

（広告物の修復） 

第10条 天災その他の不可抗力による場合を除き、広告掲載の期間中に市の責において広告物が毀

損し、又は破損したときは、市長が経費を負担して修復を行うものとする。 

２ 経年に起因する広告物の色あせなどの劣化については、市長が経費を負担する修復の対象とし

ないものとする。 

（掲載期間） 

第11条 広告掲載の期間は、１月を単位として、市長が定めた期間とする。 

２ 広告掲載期間の開始日及び終了日は、掲載者と市長が協議の上、公用車の運行管理状況等を勘
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案し、市長が定めるものとする。 

（掲載者の責任） 

第12条 掲載者は、広告内容等に関する一切の責任を負うものとする。 

２ 掲載者は、広告等の内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告物の内容等に係

る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、市長に対して保証するものとする。 

３ 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされたときは、掲載者の責任及び負

担において解決するものとする。 

（禁止行為） 

第13条 掲載者は、次に掲げる行為を行ってはならない。 

(１) 市の広告掲載業務の運営及び維持を妨げる行為 

(２) その他市長が掲載者として不適切と認める行為 

２ 掲載者は、広告掲載に関する権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 

（取消し等） 

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、掲載者への催告その他何らかの

手続きを要することなく、広告掲載の決定を取り消すことができる。 

(１) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。 

(２) 広告物の内容等の変更に掲載者が応じないとき。 

(３) 掲載者、広告物の内容等が、各種法令に違反しているとき、あるいはそのおそれがあると

き、又はこの要領等に抵触するものであるときで、第４条第２項の規定によっても解消できな

いとき。 

(４) 掲載者が前条に規定する禁止行為を行ったとき。 

(５) 掲載者が市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったと

き。 

(６) 掲載者が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。 

(７) 掲載者が別に定める制限業種その他広告を掲載しないこととする事由に該当するに至った

とき。 

(８) 市の業務上やむを得ない事由が生じたとき。 

(９) その他、公用車への広告掲載が適当でないと市長が判断したとき。 

２ 掲載者は、広告掲載期間中において、広告掲載を取り止めようとする場合は、事前に市長に書

面を提出しなければならない。 
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３ 市長は、第１項の規定により広告掲載の決定を取り消したときは、田村市公用車広告決定通知

書（様式第２号）により掲載者に通知するものとする。 

４ 広告掲載の決定が取り消された場合又は掲載者が広告掲載を取り止めた場合であって、当該決

定に係る広告掲載を既に行っているときは、掲載者は速やかに当該広告物を撤去しなければなら

ない。 

５ 前項の場合において市に損害が生じたときは、市長は、掲載者に対しその賠償を求めることが

できる。 

６ 第１項の規定による取消しにより掲載者に損害が生じた場合は、市長は、一切の責任を負わな

いものとする。 

７ 市長は、掲載者が第４項の義務を履行しないときは、公用車から当該公告を撤去し、又はその

公用車を現状に復し、掲載者からその費用を徴収することができる。 

（広告の変更） 

第15条 掲載者は、広告掲載期間中に、当該広告物の内容等を変更しようとするときは、市長の審

査を受け、その承諾を得なければならない。 

（広告掲載料の還付） 

第16条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。 

２ 還付する掲載料は、納付された広告掲載料から広告掲載した期間（１か月に満たないときは１

か月）を差し引いた額を月割で還付するものとする。この場合において、返還額に１円未満の端

数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。 

３ 前項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。 

（有益費等の請求権の放棄） 

第17条 掲載者は、広告掲載の期間が満了した場合又は広告掲載の決定を取り消された場合におい

て、当該広告掲載による有益費、必要費等の費用について、市長に対してその補償を請求するこ

とができない。 

（その他） 

第18条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成27年２月１日から施行する。 

附 則（平成29年１月23日告示第６号） 

この告示は、公布の日から施行する。 


